
宮城県柴⽥町議会 
 
（事績１）政策づくりと監視機能を⼗分に発揮している議会 
 

１ 議会基本条例に基づく議会活動の検証 
柴⽥町議会では、平成２４年に制定した議会基本条例において、２年ごとに条例の⽬的

が達成されているかを議会運営委員会で検証することと規定しており、２年ごとに取り
組みの検証を実施している。検証結果は第３者である議会アドバイザーの評価を経て決
定し、検証に基づき出された課題を踏まえ、２年ごとに取り組む改⾰項⽬を「議会⾏動計
画」と定め、改⾰を推進している。 
 
２ ワールドカフェを活⽤した⾃由討議 
 柴⽥町議会では、議会基本条例で規定する⾃由討議を積極的に実施している。柴⽥町議
会⾃由討議実施要綱では「議論の論点や争点を整理し、議員間の理解を深めるため、様々
な⼿法を⽤いて⾏うことができる」と規定しており、本格的な議論を⾏う前に、議題に対
する議員間の情報の共有や論点・争点の共通認識を⾏うため、ワールドカフェの⼿法を活
⽤した「議員間対話」を⾏っている。 
 新年度予算、前年度決算の審査で活⽤しているほか、「総合体育館の建設」や「第６次
柴⽥町総合計画の策定」などの町の重要政策について討議を実施している。 

また、議員間対話に限らず、広聴活動の⼀環で実施している議会懇談会においても、町
内⾼校⽣との対話に活⽤した経緯がある。 
 
３ 常任委員会の調査活動 
 議会基本条例で規定している通年議会制の利点を⽣かし、常任委員会の休会中の所管
事務調査を積極的に実施している。各常任委員会では年度当初に「重点調査事項」を定め、
所管事務調査のほか、重点調査事項に関して、先進地の視察や住⺠などへの意⾒聴取（団
体懇談会）を実施し、政策⽴案、政策提⾔につなげている。 
 参考：令和３年度から４年度各常任委員会の重点調査事項 
  総務常任委員会：・地域公共交通事業について 

⽂教厚⽣常任委員会：・学校教育環境について・新型コロナワクチン接種について 
産業建設常任委員会：・アフターコロナの観光とまちづくり 

 



４ 予算決算審査を軸にした議会政策サイクル 
 令和元年度から、これまで単発で⾏っていた議会懇談会や委員会活動などを⾒直した
上で体系化し、決算と予算の審査を中⼼としたＰＤＣＡサイクルの確⽴に努めている。 
 具体的には、決算認定時に執⾏部へ提⾔した項⽬について、予算審査時にいかに当該提
⾔項⽬が反映されたかを審査視点に加えている。 
 参考：令和３年度 決算認定時に提⾔した項⽬： 
  ・災害時の避難の在り⽅について ・観光資源について ・新型コロナ対策について 
 
５ ＩＣＴ化の推進（タブレット端末の導⼊） 
 議会のペーパーレス化、議員間及び議員と事務局の情報共有、調査研究活動への活⽤の
ため、令和２年７⽉に全議員及び事務局職員にタブレット端末を整備した。議会資料のペ
ーパーレス化のみならず、災害発⽣時の安否確認や災害情報の共有など様々な⾯で活⽤
を図っている。 

また、タブレット端末を導⼊したことにより、新型コロナ感染症対策で⾏動制限される
渦中にあっても、オンライン等を活⽤したうえで、極⼒⽀障をあたえない議会活動が⾏え
ている。 

 
 
 
 
 
（事績２）住⺠に開かれた議会 
 

１ 議会懇談会（議会報告会） 
  柴⽥町議会では平成１９年度から議会報告会を実施している。平成２０年度からは報

告よりも住⺠との懇談、意⾒交換を⼤切にするという趣旨で、名称を「議会懇談会」と改
め、毎年議員が持ち回りで組織する議会懇談会実⾏委員会が企画を⾏い実施する⽅式と
した。 

議会基本条例では、年２回以上の開催を義務付けており、現在は⼀般住⺠を対象とした
「⼀般懇談会」、常任委員会ごとに年間の重点調査テーマに関連する団体や住⺠と懇談す
る「団体懇談会」、後述する「柴⽥⾼校との懇談会」の３つを毎年開催している。 

⼀般懇談会に関しては、住⺠に⾝近かつ議会としても取り組むべき課題を「懇談テーマ」



に取り上げて開催しており、様々な世代の住⺠が参加しやすいよう、テーマに応じ休⽇・
夜間等に開催⽇時を設定し実施している。 

また、話し合いにはワークショップの⼿法を取り⼊れ、参加者がより気軽にかつ多くの
意⾒が出しやすい雰囲気づくりを⼼掛けている。 

なお、コロナ過の影響により対⾯形式での議会懇談会について、令和２年度は中⽌せざ
るを得なかったが、令和３年度にあっては、現時点でも実施できる⼿法を各議員が模索し、
前年に導⼊したタブレット端末やオンライン会議アプリを活⽤のうえ、７名程度と少⼈
数の参加住⺠（出席した議員より推薦のあった住⺠に限定）ではあったものの、複数住⺠
を交えたうえでのオンライン議会懇談会（試⾏）を夏冬の２回開催した。 

 
２ 公開議員研修会 

平成２０年度から、議員の資質向上を図る⽬的で、有識者等を講師に招いた「公開議員
研修会」を開催している。公開議員研修会には、町⺠や役場職員、また近隣市町議会議員
などに広く参加を呼びかけ、議員が多くの⽅々と学び合う機会としている。 

公開議員研修会のテーマは、その後に開催する⼀般懇談会の懇談テーマと統⼀してお
り、テーマに関して議員と住⺠が事前知識、情報を得ることができ、⼀般懇談会の議論の
活性化につながっている。 

令和４年度については、今後、総合体育館建設に伴い共⽤が予定されることから、「ス
ポーツを通して夢を語ろう！！」を演題に、町内に⽴地する⼤学の副学⻑を講師に迎えて
開催する予定となっている。 

 
３ ⾼校⽣との懇談会 

  選挙権年齢が１８歳へ引き下げられた平成２８年度から、若者の政治への関⼼を⾼め
る⽬的で、町内唯⼀の⾼等学校である柴⽥⾼校との懇談会を毎年開催している。 

  活発で前向きな意⾒交換を⾏うためにワールドカフェ⽅式を取り⼊れて実施しており、
平成３０年度からは議員⾃らがファシリテーターとなり開催している。 

  なお、⾼校⽣との懇談にあっては、他の各種懇談会とは違い継続性を重視し、コロナ禍
であっても、中⽌の措置は取らず、令和２年度はオンラインを活⽤したうえでの開催。令
和３年度は少⼈数の参加者に限定したうえで対⾯形式に戻し２度の開催。今年度につい
ては少⼈数での参加としながらも⾼校⽣に若⼿の町職員を交えて開催するなど、毎年開
催⽅法を変えて継続的に開催している。 

 



４ ⼀般に広く普及しているデジタルツールを活⽤した情報発信 
議会情報の発信においては、住⺠がより情報を⾝近に感じ、⼿軽に取得しやすくするた

め、できる限り⼀般に広く普及しているツールを活⽤するよう⼼がけている。ホームペー
ジに掲載する議会⾏事等のスケジュールは平成２７年度からグーグルカレンダーを活⽤。
平成２９年度からは YouTube を活⽤した本会議の中継を開始している。 

また、令和２年度からは議会公式フェイスブック、令和３年度からは議会公式インスタ
グラムの運⽤を始め、広報誌の紙媒体と並⾏しながらも、デジタルＳＮＳを活⽤して⽇々
の議会活動情報を発信している。 

 

                 

 
 
 
 
 
（事績３）地域活性化のため特別な取組みをした議会 
 

１ 災害時等の議会の取り組み 
 東⽇本⼤震災時の経験をもとに、災害等が発⽣した際の議会の⾏動基準を定める「柴⽥
町議会災害対策本部設置要綱」及び「柴⽥町議会災害対策⾏動マニュアル」を平成２６年
２⽉に定め、町の災害対策本部が設置されるような災害が発⽣した場合には、町災害対策
本部を⽀援、協⼒するため、議会として独⾃に議会災害対策本部を設置することとしてい
る。 
 各種の災害発⽣時には、議会災害対策⾏動マニュアルに基づき、町内に避難指⽰が発令
される前段階で、速やかに電⼦タブレット等による議員安否確認を実施。発災後は速やか
に議会災害対策本部を設置し、各議員が収集した町内の被害状況などの情報は議会災害
対策本部へ集め、議⻑、副議⻑、議会運営委員会委員⻑が協議、分類したうえで、緊急対
応が必要な情報を町災害対策本部へ提供することとしている。 
 なお、議員安否確認については、常⽇頃からの意識付けが⼤切であり、かつタブレット



操作に慣れてもらうことから、事務局を通じて定期的に安否確認訓練を実施している。 
当該安否訓練の影響もあり、令和４年３⽉１６⽇夜間に発⽣した福島県沖地震の際に

は、議員⾃らで、タブレットを通してスムーズな安否確認を取ることができた。 
世界的に終息のきざしがみえない新型コロナウイルスに関する取り組みとしては、政

府の緊急事態宣⾔等を受け、議会運営委員会及び議員全員協議会において、３密を避ける
などの「議会における新型コロナウイルス感染症防⽌策」を決定。防⽌策の⼀環として、
議会災害対策本部設置要綱を準⽤して、令和２年度には柴⽥町議会新型コロナウイルス
感染症対策本部会議を設置した。 

令和２年度の議会新型コロナウイルス感染症対策本部では、各種⾃然災害と同様に、各
議員が収集した情報を集め、議⻑、副議⻑、議会運営委員会委員⻑が協議、分類したうえ
で、緊急性の⾼い情報を町の感染症対策本部へ提供した。 

また、本部では、新型コロナウイルス感染症対策に関し、議会全体で話し合うべき事項
を議員から収集。寄せられた意⾒をもとに、議員全員協議会において議員間討議を実施。
議員全員が合意できる要望事項を取りまとめ、「新型コロナウイルス感染症対策に関する
要望書」として町⻑へ提出した。 
 なお、あわせて、議会基本条例及び議会会議規則について、新型コロナウイルス感染症
のような感染症のまん延などの緊急時においても、議会機能を的確に維持できるよう、情
報通信技術を積極的に活⽤することなどを明⽂化する改正を⾏った。 

 

 


